






「
つ
か
う
」
お
金
の
プ
ラ
ン
を
考
え

ま
し
ょ
う
。
次
に
、
突
然
始
ま
る

介
護
や
認
知
症
へ
の
備
え
の
ほ
か
、

大
事
な
お
金
を
詐
欺
か
ら
「
ま
も

る
」
仕
組
み
を
整
え
て
お
く
こ
と
。

最
後
に
、大
切
な
人
に
財
産
を「
つ

な
ぐ
」
こ
と
も
重
要
。
ス
ム
ー
ズ

に
相
続
手
続
が
行
わ
れ
る
よ
う
準

備
を
始
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
今
あ
る
資
産
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
、
現
状
を
把
握
す
る
こ

と
が
終
活
の
第
一
歩
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
お
金
の

使
い
み
ち
と
し
て
、「
つ
か
う
」

「
ま
も
る
」「
つ
な
ぐ
」
の
３
つ
を

意
識
す
る
と
、
整
理
が
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
日
々
の
生
活
に
使
う

お
金
、
将
来
の
住
ま
い
も
念
頭
に
、

お金のこと

現
在
の
資
産
を
棚
卸
し
。

将
来
の
出
費
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

今ある資産をリストアップ

これからの資産管理 3つのポイント

自分の健康や趣味、大
切な方のためにつかえる
仕組みを作りましょう。

お金を計画的に
つかうマネープランも

必要です

つかう

もしもに備えた蓄えと、
詐欺からまもる仕組み
を考えておきましょう。

要介護や認知症に
なったり犯罪に

あうこともあります

まもる

ご自身の財産をどのよ
うにのこすのかを決め
ておきましょう。

スムーズに
つなぐためには
準備が必要です

つなぐ
¥¥¥

まずは保有資産を洗い出して現状を把
握。銀行口座や保険、証券、不動産など
すべてリストアップしましょう。ローンが
あれば、それも忘れずに。

次に使っていない銀行口座は解約して、
2、3社にまとめること。ネットの口座は
分かりにくいので、特に注意が必要です。
保険は契約内容や受取人を確認。証券は
手じまいが必要かも。不動産の書類は１
か所にまとめておきましょう。

「もしも」にそなえて
╲ りそなの ╱

「高齢者等終身サポート事業者※１」がおひとりさまの代理人
として生前から死後にわたる費用の支払を行う信託商品です。

入院時や介護施設入居時の
支払にも備えられる

高齢者等終身サポート事業者が代理
で入院費などを支払えます。

特長 ①

生活費等として定期的に
資金が受取れる

お預りした金額から定期的に普通預金
口座で資金を受取り、生活費などの支
払に充当できます。

特長 ③

振り込め詐欺
対策ができる

決められた使い道以外は本人でも引
出せないので安心です。

特長 ②

葬儀費用等、ご逝去後に
必要な支出にも備えられる
葬儀費用等は高齢者等終身サポート
事業者が精算するので親族等に負担
をかけずにすみます。

特長 ④

お
金
が
足
り
な
く
な
ら
な
い
か
心
配
…
…

おひとりさま安心信託
～マイトラスト未来安心図～

※１　高齢者等終身サポート事業者について詳しくはP10～11をご参照ください。

任意後見契約に関する法律に基づき
信頼できる人に資産管理を任せる任意後見制度もあります 4



毎日飲んでいる薬や既往歴な
どの情報は、緊急救命時の大
きな手がかりになります。

かかりつけの病院名や
いつも服用している薬を
メモしておきましょう

　

体
調
不
良
や
ケ
ガ
で
入
院
す
る

こ
と
は
誰
に
で
も
あ
り
得
ま
す
が
、

実
際
に
備
え
が
で
き
て
い
る
方
は

意
外
に
も
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
て
、
自

分
が
ど
ん
な
医
療
や
介
護
を
望
む

の
か
を
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

介
護
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
手
助

け
に
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
賢
く
使

う
こ
と
が
お
す
す
め
で
す
。

なぜその方針にいたったのか
という理由も一緒に伝えると、
周りが判断しやすくなります。

からだのこと

今
は
元
気
で
も
病
気
や
介
護
の
こ
と
も

考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

転ばぬ先の杖！
何ごとも早めの意思表示が大事です

元気なうちからこれからの
住まい計画を始めましょう

急な病気やケガで自分のことが伝えられなくなる前に

からだの自由がきかず介護が必要になる前に

元気な方と介護が必要
な方のフロアが分かれ、
ライフステージに合った
暮らしができる施設も。

元気なうちから
施設派

住み慣れた自宅を終の
棲家とする場合、まずは
在宅医療サービスの活
用を検討してみましょう。

できる限り
自宅派

車が必要な郊外から駅
近のマンションに引っ越
すなど、便利な場所に住
み替えるのもひとつの手。

利便性で
住み替え派

希望する
治療方針を考えて
おきましょう

住まいの計画について詳しくご覧になりたい方は
「住まいのこれから準備BOOK」
をご覧ください
住まい選びのポイントや、施設見学のコツなどお役
立ち情報が満載。無料で差し上げています。

介護を考え始めたら
お近くの地域包括支援

センターに相談を
シニアの暮らしを地域で
サポートする拠点です。
介護や社会福祉の専門家
に様々な相談ができます。

病
気
や
ケ
ガ
で
身
の
回
り
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
も
？
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財
産
の
分
け
方
に
つ
い
て
相
続

人
の
間
で
話
合
い
が
つ
か
な
い
場

合
、
家
庭
裁
判
所
の
調
停
な
ど
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

時
間
も
費
用
も
か
か
る
た
め
、
の

こ
さ
れ
た
方
の
負
担
は
大
き
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
お
世
話
に
な
っ

た
方
や
団
体
に
遺
贈
し
た
い
な
ど
、

法
定
相
続
割
合
に
よ
ら
な
い
財
産

の
遺
し
方
の
希
望
が
あ
れ
ば
、
遺

言
を
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

遺
言
書
を
用
意
し
て
、財
産
の

遺の

こ

し
方
を
明
確
に
し
ま
し
ょ
う
。

相続のこと財産の行き先は自分で決める！
遺言書でできること 3つのケース

ペットを託す先も忘れずに

財
産
の
遺
し
方
、わ
た
し
の
希
望
は
か
な
え
ら
れ
る
？

飼育を委託できる団体もあります
が、まずはペットを可愛がってくれ
る友人や信頼できるショップに、世
話をお願いできるような関係を作っ

ておきましょう。

配偶者とともに築いた財産でもAさん夫婦には子どもがいないため、兄
弟姉妹（または甥姪）が4分の1の法定相続分を有します。遺言書がなけ
れば妻は配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があり、場合に
よっては住み慣れた自宅を手放さざるを得なくなる恐れもあります。

配偶者 ……	あり　
子 …………	なし
親 …………	なし
兄弟姉妹 …	あり

¾
配偶者 配偶者

法定相続分

兄弟
姉妹

¼

～お子さまがいらっしゃらない
ご夫婦の場合～Aさん

ケース ❶

配偶者に
財産を全額
遺したい

法定相続分

兄弟姉妹
（または甥姪）

姪寄付

既に身内の多くが亡くなり、子どもがいないBさんの身内は末の弟と甥
姪たちです。姪には世話になっていますが、遺言書がなければ疎遠な
甥姪も原則均等に法定相続分を有します。世話になった姪に多く遺し、
長年仕事でかかわってきた団体にも寄付したいと考えています。

配偶者 ……	なし（逝去）　
子 …………	なし
親 …………	なし
兄弟姉妹 …	あり
甥姪 ………	あり

Bさん ～配偶者やお子さまが
いらっしゃらない場合～

ケース ❷

世話になった
姪に半分、残りは
全額寄付したい

寄付
最終的な帰属先

国庫

生涯独身だったCさんは早くに親を亡くし、ひとりっ子のため兄弟はい
ません。お世話になった方や団体に寄付したいと考えていますが、遺言
書がなければ財産は最終的に国庫に帰属します。

配偶者 ……	なし　
子 …………	なし
親 …………	なし
兄弟姉妹 …	なし
甥姪 ………	なし

Cさん ～法定相続人が
いらっしゃらない場合～

ケース ❸

全額お世話に
なった方や団体に
寄付したい

お世話に
なった方

上記①～③のケースは親や子などの遺留分権利者がいないため、希望する方へ財産を全額渡すことも可能ですが、
遺留分権利者がいる場合は、遺留分に配慮した遺し方が必要となります。
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亡
く
な
っ
た
後
の
手
続
に
は
前

も
っ
て
準
備
で
き
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
す
べ
て
を
済
ま
せ
て
お

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
亡
く
な

っ
た
後
の
手
続
を
頼
め
る
方
が
い

な
い
…
…
」
と
い
う
場
合
は
、
高

齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
を

利
用
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
手
で
す
。

　

高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業

者
で
戸
籍
謄
本
の
手
配
や
火
葬
許

可
の
申
請
、
電
気
や
ガ
ス
な
ど
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
の
停
止
手
続
や
、
葬

儀
の
喪
主
代
行
、
納
骨
手
配
な
ど

を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
司
法
書
士
な
ど
の
専
門

家
が
、
死
後
事
務
を
代
行
し
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

の
こ
さ
れ
た
方
に
大
変
な
思
い

を
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
元
気
な

う
ち
に
対
策
を
立
て
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

葬儀に呼ぶ人、呼ばない人をリスト化
しておけば、のこされた方が助かります。

亡くなった後の

手続のこと

亡
く
な
っ
た
後
の
手
続
や
お
墓
な
ど
を

考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

葬儀やお墓も
決めておきましょう

亡くなった後の手続はこんなに大変
誰に託すのか決めておきましょう

葬儀の内容と費用
先祖代々のお墓があるのなら、そのま
ま引継ぐのか移転するのか、引継ぐ場
合はそこにご自身も入るのか考えてお
きましょう。

先祖のお墓と自分のお墓

万
一
の
時
、迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に
は
？

誰に頼めば
いいの？

実はたくさ
ん！

◦死亡届
◦火葬許可の申請
◦入院費の清算や
　病室の整理
◦健康保険証
　介護保険証返却
　　　　　　　など

直後の手続のこと

◦公共料金
◦固定／携帯電話
◦クレジットカード
◦雑誌などの
　定期購読
◦賃貸住宅
　　　　　　　など

契約の解除のこと

◦高額療養費の
　還付請求
◦厚生年金／
　国民年金の停止
◦生命保険金の請求
　　　　　　　など

年金／保険のこと

◦戸籍の収集
◦財産の調査と
　目録作成
◦遺産分割協議書
　作成
◦遺品の整理
　　　　　　　など

遺産／相続のこと
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自
分
の
財
産
を
誰
に
、
ど
の
よ

う
に
遺
し
た
い
か
を
記
す
遺
言
。

特
に
お
ひ
と
り
さ
ま
は
法
定
相
続

人
と
疎
遠
で
あ
っ
た
り
い
な
い
こ

と
も
多
く
、
お
世
話
に
な
っ
た
方

に
遺
し
た
り
団
体
に
寄
付
し
た
り

す
る
に
は
、
遺
言
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
遺
言
に
は
厳
格
な
ル
ー

ル
が
あ
る
た
め
、
記
載
不
備
な
ど

で
無
効
に
な
る
こ
と
も
。
そ
こ
で

活
用
さ
れ
て
い
る
の
が
「
遺
言
信

託
」
で
す
。

　

り
そ
な
の
遺
言
信
託
で
は
、
遺

言
作
成
の
相
談
か
ら
、
遺
言
書
の

保
管
、
内
容
変
更
の
相
談
、
遺
言

の
執
行
ま
で
を
行
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
「
遺
言
は
単
に
財
産
の
分
け

方
を
決
め
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

遺
言
書
の
作
成
か
ら
執
行
ま
で

安
心
し
て
お
ま
か
せ
く
だ
さ
い

ん
」
と
、
遺
言
信
託
・
受
託
チ
ー

ム
の
川
崎
さ
ん
。

「
ご
病
気
の
方
の
遺
言
作
成
の
た

め
、
公
証
人
と
入
院
先
を
訪
ね
た

時
の
こ
と
。
当
日
急
に
体
調
を
崩

さ
れ
、
病
院
か
ら
は
面
会
を
遠
慮

す
る
よ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
お
客
さ
ま
が
『
い
ま
書
か
せ

て
ほ
し
い
』
と
強
く
望
ま
れ
、
主

治
医
に
許
可
を
取
っ
て
、
そ
の
場

で
遺
言
を
作
成
。
そ
の
方
は
『
こ

れ
で
安
心
で
き
た
』
と
安
堵
さ
れ

た
の
も
つ
か
の
間
、
数
日
後
に
亡

く
な
ら
れ
ま
し
た
。
遺
言
書
は
そ

の
方
に
と
っ
て
、
ご
自
身
の
想
い

を
最
期
に
伝
え
る
も
の
だ
っ
た
の

2014年入社。東京本社の相
続コンサルタントとして相続
プランニングと遺言作成の相
談業務を担当。趣味は映画鑑
賞、ウォーキングなど。

りそな銀行
相続コンサルタント  

川
かわさき

崎さん

おひとりさまに遺言が必要な理由

お
ひ
と
り
さ
ま
の
困
っ
た
を
解
決
❶

専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
も
と
、遺
言
内
容
を

実
現
で
き
る「
遺
言
信
託
」が
あ
り
ま
す

寄付を
したい……

財産を遺したい
人がいる……

遺産分割協議で精神的な負担をかける。疎遠な
亡き配偶者の兄弟や甥姪からハンコをもらう必要が。

❶ 配偶者がひとりのこされると……

法定相続人以外にはわたせない。

❷ お世話になった方にお礼や寄付をしたいと思っても……

相続手続が滞ったり、大切な財産が国庫に帰属
してしまうことも。

❸ 相続人がいないと……
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で
す
」。

　

多
く
の
方
に
と
っ
て
、
遺
言
を

作
成
し
て
も
実
際
に
使
わ
れ
る
の

は
ま
だ
先
の
こ
と
。
財
産
の
状
況

も
気
持
ち
も
変
わ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
り
そ
な
で

は
毎
年
必
ず
遺
言
内
容
の
変
更
有

無
を
確
認
し
、
想
い
を
実
現
で
き

る
よ
う
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
ま
す
。

　

天
寿
を
全
う
さ
れ
た
後
は
、
執

行
チ
ー
ム
に
バ
ト
ン
が
手
渡
さ
れ

遺
言
者
の
最
期
の
願
い
を
か
な
え
て

ご
本
人
と
相
続
人
全
員
を
幸
せ
に

ま
す
。「
遺
言
者
の
想
い
を
か
な

え
よ
う
と
い
う
私
た
ち
の
姿
勢
は

同
じ
で
す
」
と
話
す
の
は
、
年
間

１
０
０
０
件
以
上
の
相
続
に
携
わ

る
執
行
チ
ー
ム
の
繁
田
さ
ん
。

「
遺
言
に
は
、
相
続
人
に
向
け
た

感
謝
の
言
葉
や
遺
産
配
分
の
理
由

を
添
え
る
、
付ふ
げ
ん言

事
項
が
あ
り
ま

す
。
以
前
、
相
続
人
が
遺
言
に
示

さ
れ
た
財
産
配
分
に
不
満
を
持
た

れ
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
か
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
付

言
事
項
を
私
が
執
行
者
と
し
て
読

み
上
げ
た
と
こ
ろ
、
遺
言
者
の
最

期
の
想
い
を
知
り
、
涙
を
流
し
て

ご
納
得
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
」。

　

ほ
か
に
も
法
定
相
続
人
は
複
数

い
る
の
に
、
遺
言
で
は
妻
だ
け
に

財
産
を
遺
す
と
さ
れ
た
例
も
多
い

そ
う
。

「
法
律
的
に
は
問
題
の
な
い
内
容

で
す
が
、
心
情
的
に
は
妻
へ
の
わ

だ
か
ま
り
が
残
る
こ
と
も
。
経
験

豊
富
な
遺
言
執
行
者
が
手
続
し
な

け
れ
ば
、
相
続
人
の
間
で
争
い
に

な
り
、
大
切
な
家
族
を
傷
つ
け
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　

執
行
手
続
を
担
当
す
る
社
員
は

生
前
の
お
客
さ
ま
（
遺
言
者
）
と

お
会
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
わ
ば
公
正
中
立
な
立
場
か
ら
実

務
を
執
り
行
う
か
ら
こ
そ
、
遺
言

者
の
想
い
を
か
な
え
つ
つ
、
相
続

人
全
員
が
納
得
で
き
る
相
続
手
続

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
遺
言
書
は
の
こ
さ
れ
る
方
に
向

け
た
、
最
後
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
よ

う
な
も
の
。
私
た
ち
は
遺
言
信
託

を
通
じ
て
、
お
客
さ
ま
の
気
持
ち

に
寄
り
添
い
、
想
い
を
形
に
し
て
、

亡
く
な
ら
れ
た
後
も
希
望
を
か
な

え
ら
れ
る
よ
う
お
手
伝
い
し
て
い

き
ま
す
」
と
、
川
崎
さ
ん
と
繁
田

さ
ん
は
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

1990年大和銀行（現りそな銀行）入
社。2003年から大阪本社にて遺言
の執行と遺産整理を担当。現在は
社員育成にも努めている。大学時
代は混声合唱団で活躍。

りそな銀行 
相続コンサルタント  

繁
し げ た

田さん

希望をかなえ、内容が実現できる
書き方をアドバイスし、公正証書
遺言の作成をサポートします。

相続コンサルタントが
遺言書の作成をお手伝い

りそなの遺言信託 3つのポイント

相続手続をりそなが遺言執行者として行い、相
続人の負担を軽減し、円滑な相続を実現します。

相続人に代わって
相続手続を執行

年に一度りそなから財産の状況や、気持ちの変
化による内容変更がないか確認します。

作成後も
毎年りそなから
確認の連絡

「元気なあなたに
教える相続のツボ」
を差し上げます

さらに詳しく
知りたい方には……

店頭でお問合せください
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高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業

者
（
以
下
、
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
）

は
お
ひ
と
り
さ
ま
が
直
面
す
る
困

り
ご
と
に
対
し
て
、
様
々
な
サ
ポ

ー
ト
を
し
て
く
れ
ま
す
。
今
回
は

シ
ニ
ア
総
合
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
東
憲
吾
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。

「
私
ど
も
で
は
、
病
院
へ
の
付
添

い
、
入
院
時
の
保
証
人
の
引
受
け
、

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
の
手
続

と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
万
が
一
の
際
の
保
証
人

を
決
め
て
お
く
こ
と
は
お
ひ
と
り

さ
ま
に
と
っ
て
大
切
で
す
。
救
急

搬
送
時
で
も
す
ぐ
に
連
絡
が
つ
き
、

動
け
る
人
が
い
る
こ
と
は
安
心
に

つ
な
が
り
ま
す
」。

　

お
金
の
備
え
は
で
き
て
い
て
も
、

い
ざ
と
い
う
時
の
人
の
備
え
は
難

し
い
も
の
。「
サ
ポ
ー
ト
事
業
者

は
、
人
の
助
け
を
補
う
保
険
の
よ

う
な
も
の
」
と
東
さ
ん
。
親
族
が

い
て
も
「
子
ど
も
の
生
活
を
邪
魔

し
た
く
な
い
」、「
親
戚
に
迷
惑
を

か
け
た
く
な
い
」
と
考
え
て
利
用

さ
れ
る
方
も
多
い
の
だ
そ
う
。

「
た
だ
し
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
と
い

っ
て
も
様
々
で
、
過
去
に
サ
ー
ビ

ス
が
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
例
も
。

自
分
の
将
来
を
ま
か
せ
ら
れ
る
先

な
の
か
、
よ
く
調
べ
て
か
ら
利
用

さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
」。

お
ひ
と
り
さ
ま
の
困
っ
た
を
解
決
❷

高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
が
親
族
に
代
わ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す

わたしのお葬式
はどうなる？

介護施設に入居
できない……

あずま・けんご

公益社団法人
シニア総合サポートセンター
東憲吾さん

10年から20年先まで利用した場合
の総額について、シミュレーション
をしてくれるか。

◦費用について

できる業務、できない業務をしっか
り説明してくれるか。

◦提供する業務について

預託金にはどのような保証がある
のかなど、現実的な説明があるか。

◦もしサポート事業者が
　破綻した場合について

サポート事業者を選ぶときの
ポイントを紹介します

病院への付添い
必要品の購入・お届け

生活支援
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※サポート事業者によっては上記のサービスを提供していない場合があります。サービス内容について詳しくは、各サポート事業者にご確認ください。

　3年ほど前にシニア総合サポートセンターと
契約した田中（仮名）さん。「夫を亡くし、子ど
もは仕事で海外にいることが多いので、生活支
援サービスの必要性を感じ契約しました」。
　契約後しばらくは毎月一度の安否確認の連絡
を受ける程度で、体調を崩すこともなく元気に
過ごしていたそうです。ところが「春先に自宅
で転倒してしまい、立ち上がることすらできな
くなりました。すぐにサポート事業者に緊急連

絡をしたところ、早朝にもかかわらず担当者の
方が急いで駆け付けてくれ、救急車の手配まで
行ってくれました。数日ほど入院しましたが、
サポート事業者が身元保証人になってくれなか
ったら、入院すらできなかったかもしれません
……。図書館から借りてきた本も、入院中で動
けない私に代わって返却に行ってくれました。
緊急対応はもちろん、いざという時に身の回り
のサポートをしてくれることが心強いですね」。

契約してよかったポイント
「緊急対応はもちろん、プロな
らではの視点で、退院後も安
心して生活できるようアドバイ
スしてくれました」。

契約を決めたキッカケ
「シニア総合サポートセンター
には、24時間365日対応して
くれる緊急ダイヤルがあったこ
とが理由です」。

契約者の方にお話を聞いてみました

「自宅で倒れたわたしのもとへ
電話一本で駆け付けてくれました」

入院時や介護施設へ
入居時の身元保証、
緊急連絡先の引受け

身元保証

喪主の代行・納骨・役所などの手続
遺品整理のお手伝い

死後事務の支援

高齢者等終身サポート事業者が提供しているサービスの例

田中和子（仮名）さん・72歳
※年齢はインタビュー当時のものです。
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おひとりさまの
終活のすすめかた

［おひとりさま安心信託・遺言信託に関するご注意事項］
〇本商品に係る法律や税制上の取扱いについては、弁護士や税理士等の専門家にご確認ください。
〇審査により、お申込みの意に添えない場合もございます。
〇所定の手数料を申し受けます。
〇詳細についてはパンフレット等にてご確認ください。

［高齢者等終身サポート事業者に関するご注意事項］
〇おひとりさま安心信託の代理人である高齢者等終身サポート事業者（以下、サポート事業者）とのサポート契約等（身元保証契約、死後事務委任契約）は
　お客さまとサポート事業者との間で行っていただくものであり、当社はサポート事業者の代理・媒介業務を行うものではありません。
〇サポート事業者の紹介及び契約に際し、当社は一切の責任を負わず、その信用状態、商品、サービスの内容、品質を保証するものではありません。
〇サポート事業者の利用にあたってはサポート事業者からの説明、サービス内容、料金等についてご自分で納得したうえでお申込みください。

R0012915

おひとりさまの「もしも」の備えは
りそな銀行にご相談ください
お近くの店舗はこちらから

検索りそな銀行　店舗

https://www.resonabank.co.jp/kojin/tenpo_atm/

➡️ こ ち ら か ら も 店 舗 を お 探 し い た だ け ま す

お金のこと □	自分の財産を一覧にしてみる、 銀行口座は2、3社にまとめる、 不要なものは整理する
□	日々 の生活で「つかう」お金、 万が一に備えて「まもる」お金、
	 将来に向けて「つなぐ」お金の3つに分けて考えてみる
□	入院や介護、認知症など、 自分で手続ができない時の引出し方法を銀行に相談してみる

からだのこと □	急な病気やケガに備え、 かかりつけの病院や服用薬、 希望する治療方針を伝えておく
□	将来介護が必要になった場合、 どこでどのように過ごしたいのか考えておく
□	お近くの地域包括支援センターの場所や連絡先を調べ、 一度訪問してみる

相続のこと □	自分の財産を誰に、 どのように遺したいのか考えてみる
□	自分の希望をかなえるためにどのような方法があるのか、 銀行に相談してみる
□	財産を遺すにあたって遺言が必要か考えてみる

亡くなった後の
手続のこと □	死後の事務手続で迷惑をかけないよう、 頼める人を決めておく

□	自分の葬儀に呼ぶ人、 呼ばない人、 連絡だけはして欲しい人を一覧にしておく
□	先祖のお墓を引継ぐのかどうか、 移転するのか考えてみる

～自分の意思や希望など、知っておいて欲しいことは信頼できる人や、
専門家に伝えておきましょう～


